
太陽通所リハビリテーション利 用 料 金 表 

令和７年６月１日施行 

 

① 利用料金＋②加算料金(必要な加算分)がお支払いいただく金額となります。詳しくは 

通所リハビリテーション担当者へお尋ねください。 

 

① 利用料金 ※サービス費は負担割合１割の方の金額を記載しております。 

利用者負担２割の場合は２倍、３割の場合は３倍となります。 

【大規模型】 

〇（２時間以上３時間未満／１日あたり）※負担割合１割の場合 

要介護区分 サービス費 入浴加算（Ⅰ） 食費 合計 

要介護１ ３７２円／日 

４０円／日 
７２０円 

（昼食のみの場合） 

１,１３２円／日 

要介護２ ４２７円／日 １,１８７円／日 

要介護３ ４８２円／日 １,２４２円／日 

要介護４ ５３６円／日 １,２９６円／日 

要介護５ ５９１円／日 １,３５１円／日 

  ※ご利用される時間帯によっては、送迎ができない場合がございますことをご了承ください。 

 

□（３時間以上４時間未満／１日あたり）※負担割合１割の場合 

要介護区分 サービス費 入浴加算（Ⅰ） 食費 合計 

要介護１ ４７０円／日 

４０円／日 
７２０円 

（昼食のみの場合） 

１,２３０円／日 

要介護２ ５４７円／日 １,３０７円／日 

要介護３ ６２３円／日 １,３８３円／日 

要介護４ ７１９円／日 １,４７９円／日 

要介護５ ８１６円／日 １,５７６円／日 

※ご利用される時間帯によっては、送迎ができない場合がございますことをご了承ください。 

 

〇（４時間以上５時間未満／１日あたり）※負担割合１割の場合 

要介護区分 サービス費 入浴加算（Ⅰ） 食費 合計 

要介護１ ５２５円／日 

４０円／日 
７２０円 

（昼食のみの場合） 

１,２８５円／日 

要介護２ ６１１円／日 １,３７１円／日 

要介護３ ６９６円／日 １,４５６円／日 

要介護４ ８０５円／日 １,５６５円／日 

要介護５ ９１２円／日 １,６７２円／日 

 

 



 □（５時間以上６時間未満／１日あたり）※負担割合１割の場合 

要介護区分 サービス費 入浴加算（Ⅰ） 食費 合計 

要介護１ ５８４円／日 

４０円／日 
７２０円 

（昼食のみの場合） 

１,３４４円／日 

要介護２ ６９２円／日 １,４５２円／日 

要介護３ ８００円／日 １,５６０円／日 

要介護４ ９２９円／日 １,６８９円／日 

要介護５ １,０５３円／日 １,８１３円／日 

   

   ○（６時間以上７時間未満／1日あたり）※負担割合１割の場合 

要介護区分 サービス費 入浴加算（Ⅰ） 食費 合計 

要介護１ ６７５円／日 

４０円／日 
７２０円 

（昼食のみの場合） 

１,４３５円／日 

要介護２ ８０２円／日 １,５６２円／日 

要介護３ ９２６円／日 １,６８６円／日 

要介護４ １,０７７円／日 １,８３７円／日 

要介護５ １,２２４円／日 １,９８４円／日 

 

   □（７時間以上８時間未満／1日あたり）※要相談になります。 ※負担割合１割の場合 

要介護区分 サービス費 入浴加算（Ⅰ） 食費 合計 

要介護１ ７１４円／日 

４０円／日 
７２０円 

（昼食のみの場合） 

１,４７４円／日 

要介護２ ８４７円／日 １,６０７円／日 

要介護３ ９８３円／日 １,７４３円／日 

要介護４ １,１４０円／日 １,９００円／日 

要介護５ １,３００円／日 ２,０６０円／日 

(朝食 ５８５円 おやつ ８０円 夕食 ７３０円) 

   

   

一定の要件を満たした場合【大規模型】(通常規模型と同じ単位数となります) 

 〇（２時間以上３時間未満／１日あたり）※負担割合１割の場合 

要介護区分 サービス費 入浴加算（Ⅰ） 食費 合計 

要介護１ ３８３円／日 

４０円／日 
７２０円 

（昼食のみの場合） 

１,１４３円／日 

要介護２ ４３９円／日 １,１９９円／日 

要介護３ ４９８円／日 １,２５８円／日 

要介護４ ５５５円／日 １,３１５円／日 

要介護５ ６１２円／日 １,３７２円／日 

  ※ご利用される時間帯によっては、送迎ができない場合がございますことをご了承ください。 

 

 

 



□（３時間以上４時間未満／１日あたり）※負担割合１割の場合 

要介護区分 サービス費 入浴加算（Ⅰ） 食費 合計 

要介護１ ４８６円／日 

４０円／日 
７２０円 

（昼食のみの場合） 

１,２４６円／日 

要介護２ ５６５円／日 １,３２５円／日 

要介護３ ６４３円／日 １,４０３円／日 

要介護４ ７４３円／日 １,５０３円／日 

要介護５ ８４２円／日 １,６０２円／日 

※ご利用される時間帯によっては、送迎ができない場合がございますことをご了承ください。 

 

〇（４時間以上５時間未満／１日あたり）※負担割合１割の場合 

要介護区分 サービス費 入浴加算（Ⅰ） 食費 合計 

要介護１ ５５３円／日 

４０円／日 
７２０円 

（昼食のみの場合） 

１,３１３円／日 

要介護２ ６４２円／日 １,４０２円／日 

要介護３ ７３０円／日 １,４９０円／日 

要介護４ ８４４円／日 １,６０４円／日 

要介護５ ９５７円／日 １,７１７円／日 

 

□（５時間以上６時間未満／１日あたり）※負担割合１割の場合 

要介護区分 サービス費 入浴加算（Ⅰ） 食費 合計 

要介護１ ６２２円／日 

４０円／日 
７２０円 

（昼食のみの場合） 

１,３８２円／日 

要介護２ ７３８円／日 １,４９８円／日 

要介護３ ８５２円／日 １,６１２円／日 

要介護４ ９８７円／日 １,７４７円／日 

要介護５ １,１２０円／日 １,８８０円／日 

   

  ○（６時間以上７時間未満／1日あたり）※負担割合１割の場合 

要介護区分 サービス費 入浴加算（Ⅰ） 食費 合計 

要介護１ ７１５円／日 

４０円／日 
７２０円 

（昼食のみの場合） 

１,４７５円／日 

要介護２ ８５０円／日 １,６１０円／日 

要介護３ ９８１円／日 １,７４１円／日 

要介護４ １,１３７円／日 １,８９７円／日 

要介護５ １,２９０円／日 ２,０５０円／日 

  

 

 

 

 

 

 



   □（７時間以上８時間未満／1日あたり）※要相談になります。 ※負担割合１割の場合 

要介護区分 サービス費 入浴加算（Ⅰ） 食費 合計 

要介護１ ７６２円／日 

４０円／日 
７２０円 

（昼食のみの場合） 

１,５２２円／日 

要介護２ ９０３円／日 １,６６３円／日 

要介護３ １,０４６円／日 １,８０６円／日 

要介護４ １,２１５円／日 １,９７５円／日 

要介護５ １,３７９円／日 ２,１３９円／日 

(朝食 ５８５円 おやつ ８０円 夕食 ７３０円) 

         

 

 

 

② 加算料金 (※負担割合２割の場合は２倍、３割の場合は３倍となります） 

 

加算等 

金額（負担 

割合１割の 

場合） 

 

内       容 

サービス提供体制

強化加算（Ⅰ） 
２２円／回 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が７０％以上、もしくは勤続

１０年以上の介護福祉士が２５％以上の場合に算定 

リハビリテーショ

ン提供体制加算 
１２円／回 

リハビリ職員の合計数が、通所リハビリテーション利用者に対し２名以上であ

る場合に算定。（３時間以上４時間未満） 

リハビリテーショ

ン提供体制加算 
１６円／回 

リハビリ職員の合計数が、通所リハビリテーション利用者に対し２名以上であ

る場合に算定。（４時間以上５時間未満） 

リハビリテーショ

ン提供体制加算 
２０円／回 

リハビリ職員の合計数が、通所リハビリテーション利用者に対し２名以上であ

る場合に算定。（５時間以上６時間未満） 

リハビリテーショ

ン提供体制加算 
２４円／回 

リハビリ職員の合計数が、通所リハビリテーション利用者に対し２名以上であ

る場合に算定。（６時間以上７時間未満） 

リハビリテーショ

ン提供体制加算 
２８円／回 

リハビリ職員の合計数が、通所リハビリテーション利用者に対し２名以上であ

る場合に算定。（７時間以上） 

中重度者ケア体制

加算 
２０円／日 

看護、介護職員数が配置基準数より１名以上加配し、利用者総数のうち要介護

３以上の占める割合が３０％以上 

リハビリ 

マネジメント加算

（イ） 

（６月以内） 

５６０円／月 

（６月超） 

２４０円／月 

リハビリテーション計画を作成し、定期的に評価、必要に応じ見直しを実施し

ている場合に算定（リハビリ職員が利用者等へ説明、同意を得る） 

また、同意日の属する月から６月以内はリハビリ会議を１か月に１度開催、６

月を超えた場合はリハビリ会議を３か月に一度開催をしている場合 

リハビリ 

マネジメント加算

（ロ） 

（６月以内） 

５９３円／月 

（６月超） 

２７３円／月 

リハビリマネジメント加算（イ）の要件に加え、利用者ごとの計画書等の内容

の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの適切かつ有効な実施のた

めに必要な情報を活用している場合に算定 



リハビリ 

マネジメント加算

（ハ） 

（６月以内） 

７９３円／月 

（６月超） 

４７３円／月 

リハビリマネジメント加算（ロ）の要件に加え、多職種が共同して栄養アセス

メント及び口腔アセスメントを行い、通所リハビリ計画の内容の情報等や、口

腔の健康状態、栄養状態に関する情報を相互に共有している場合に算定 

 

事業所の医師が利

用者又はその家族

に説明し、利用者の

同意を得た場合 

２７０円／月 

 

リハビリマネジメント加算(イ)、（ロ）、（ハ）に加えて算定 

生活行為向上リハ

ビリテーション 

実施加算 

１,２５０円 

    ／月 

生活行為の内容の充実を図るための目標や、目標を踏まえたリハビリ実施頻

度、実施場所等の計画を作成し、利用者の有する能力の向上を支援した場合に

算定 

短期集中リハビリ

実施加算 
１１０円／日 

リハビリマネジメントを算定し、退院（所）日または認定日から 3月以内に医

師または医師の指示をうけた理学療法士等が集中的な個別リハビリテーショ

ンを行う場合に算定 

認知症短期集中リ

ハビリテーション

実施加算（Ⅰ） 

２４０円／日 

リハビリマネジメント（１）を算定し、退院（所）日または認定日から３月以

内に医師または医師の指示をうけた理学療法士等が集中的な個別リハビリテ

ーションを行う場合に算定 

認知症短期集中リ

ハビリテーション

実施加算（Ⅱ） 

１,９２０円

／月 

リハビリマネジメント（２）を算定し、退院（所）日または認定日から３月以

内に医師または医師の指示をうけた理学療法士等が集中的な個別リハビリテ

ーションを行う場合に算定 

移行支援加算 １２円／日 
利用者へリハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行

等を支援した場合、達成状況により算定 

８時間以上 

９時間未満 
５０円／回 延長サービス 

９時間以上 

１０時間未満 
１００円／回 延長サービス 

入浴介助加算（Ⅰ） ４０円／日 
入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行った

場合に算定 

入浴介助加算（Ⅱ） ６０円／日 

入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加え、利用者の居宅を訪問し、浴室における利用

者の動作及び浴室の環境を確認し、環境整備に係る助言や個別の入浴計画を作

成した場合に算定 

重度療養管理加算 １００円／日 
要介護３・要介護４・要介護５の利用者であって、医学的管理のもと通所リハ

ビリテーションを行った場合に算定 

若年性認知症利用

者受入加算 
６０円／回 

若年性認知症の方に対し通所リハビリテーションサービスを提供した場合に

算定 

栄養アセスメント

加算 
５０円／月 

管理栄養士が介護職員等と共同して、栄養アセスメント（低栄養状態のリスク

や解決すべき課題を把握すること等）を実施し、利用者等に説明及び相談等に

必要に応じ対応した場合に算定 

 



栄養改善加算 ２００円／回 
管理栄養士を１名配置し、栄養計画の作成、栄養状態の記録、定期的な評価を

行った場合に算定（月２回を限度） 

口腔・栄養スクリ

ーニング加算（Ⅰ） 
２０円／回 

利用開始時及び利用中６月ごとに口腔の健康状態及び栄養状態について確認

を行い、当該情報を、利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に算定

（６月に１回を限度） 

口腔・栄養スクリ

ーニング加算（Ⅱ） 
５円／回 

利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健

康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を、利用者を担当する介

護支援専門員に提供した場合に算定（６月に１回を限度） 

口腔機能向上加算

（Ⅰ） 
１５０円／回 

口腔機能が低下している又はそのおそれのある利用者へ個別に口腔清掃の指

導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導または実施の場合に算

定（月２回を限度） 

口腔機能向上加算

（Ⅱ）イ 
１５５円／回 

口腔機能向上加算（Ⅰ）の取り組みに加え、口腔機能改善管理指導計画等の情

報を厚生労働省に提出し、サービスの適切かつ有効な実施のために必要な情報

を活用している場合に算定 

リハビリマネジメント加算(ハ)を算定している場合に算定 

口腔機能向上加算

（Ⅱ）ロ 
１６０円／回 

口腔機能向上加算（Ⅰ）の取り組みに加え、口腔機能改善管理指導計画等の情

報を厚生労働省に提出し、サービスの適切かつ有効な実施のために必要な情報

を活用している場合に算定 

リハビリマネジメント加算(ハ)を算定していない場合に算定 

科学的介護推進体

制加算 
４０円／月 

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等、心身の状況等

に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出し、サービスを適切かつ有効に提供

するために、必要な情報を活用している場合に算定 

 

介護職員等処遇改

善加算（Ⅰ） 
８．６％ 基本サービス費に加算・減算を加えた単位数に加算率を乗じて算定 

 
基本報酬の 

３％の加算 
感染症又は災害の影響により利用者数が一定以上減少している場合に算定 

退院時共同指導加

算 
６００円／回 

通所リハ事業所の医師又は理学療法士等が、退院前カンファレンスに参加し、

退院時共同指導を行った後に、ご利用者に対する初回の通所リハビリテーショ

ンを行った場合に算定 

送迎を行わない 

場合 
－４７円／回 事業所が送迎を実施しない場合、片道につき算定 

栄養補助食品 実  費 
食事摂取量が低下した方や栄養状態に問題がある方に栄養補助食品を提供し

た場合(４０円／日) 

とろみ剤等 実  費 
飲み込みに問題がある方にとろみ剤等を提供した場合 

 (２０円／日) 

手芸材料代 実  費 作業療法等で作品を作成され、持ち帰られた場合に実費をいただきます 

 



太陽介護予防通所リハビリテーション利 用 料 金 表 

令和７年６月 1日施行 

 

② 利用料金＋②加算料金(必要な加算分)＋食費がお支払いいただく金額となります。 

詳しくは通所リハビリテーション担当者へお尋ねください。 

 

③ 利用料金（※利用負担割合１割の場合） 

要支援区分 サービス費 サービス提供体制強化加算 合計 

要支援１ ２,２６８円／月 ８８円／月 ２,３５６円／月 

要支援２ ４,２２８円／月 １７６円／月 ４,４０４円／月 

 

① 利用料金（※利用負担割合２割の場合） 

要支援区分 サービス費 サービス提供体制強化加算 合計 

要支援１ ４,５３６円／月 １７６円／月 ４,７１２円／月 

要支援２ ８,４５６円／月 ３５２円／月 ８,８０８円／月 

 

① 利用料金（※利用負担割合３割の場合） 

要支援区分 サービス費 サービス提供体制強化加算 合計 

要支援１ ６,８０４円／月 ２６４円／月 ７,０６８円／月 

要支援２ １２,６８４円／月 ５２８円／月 １３,２１２円／月 

 

 

② 加算料金（※負担割合２割の場合は２倍、３割の場合は３倍となります） 

加算等 金額（負担割合

１割の場合） 

内       容 

若年性認知症利用

者受入加算 
２４０円／月 若年性認知症利用者が介護予防通所リハビリテーションを受けた場合に算定 

栄養改善加算 ２００円／月 管理栄養士を１名配置し、個別に行われる栄養管理 

栄養アセスメント

加算 
５０円／月 

管理栄養士が介護職員等と共同して、栄養アセスメント（低栄養状態のリスク

や解決すべき課題を把握すること等）を実施し、利用者等に説明及び相談に必

要に応じ対応した場合に算定 

口腔・栄養スクリ

ーニング加算（Ⅰ） 
２０円／回 

利用開始時及び利用中６月ごとに口腔の健康状態及び栄養状態について確認を

行い、当該情報を、利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に算定 

（６月に１回を限度） 



口腔・栄養スクリ

ーニング加算（Ⅱ） 
５円／回 

利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健

康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を、利用者を担当する介

護支援専門員に提供した場合に算定（６月に１回を限度） 

口腔機能向上加算

（Ⅰ） 
１５０円／月 

口腔機能が低下している又はそのおそれのある利用者へ個別に口腔清掃の指導

若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導または実施の場合に算定 

口腔機能向上加算

（Ⅱ） 
１６０円／月 

口腔機能向上加算（Ⅰ）の取り組みに加え、口腔機能改善管理指導計画等の情

報を厚生労働省に提出し、サービスの適切かつ有効な実施のために必要な情報

を活用している場合に算定 

科学的介護推進 

体制加算 
４０円／月 

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等、心身の状況等

に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出し、サービスを適切かつ有効に提供

するために、必要な情報を活用している場合に算定 

 

（一月につき） 

要支援１ 

１２０円減算 

要支援２ 

２４０円減算 

利用を開始した日の属する月から起算して１２月を超えた期間に利用した場合 

 

※定期的なリハビリテーション会議の開催や LIFEへデータを提出している等

の要件を満たした場合は減算なし 

生活行為向上 

リハビリテーショ

ン実施加算 

５６２円／月 
生活行為の内容の充実を図るための目標や、目標を踏まえたリハビリ実施頻度、

実施場所等の計画を作成し、利用者の有する能力の向上を支援した場合に算定 

一体的サービス提

供加算 
４８０円／月 

栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施し、介護予防通所

リハビリテーションの提供を受けた日において、栄養改善サービス又は口腔機

能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を１月につき２回以上設け

た場合に算定 

退院時共同指導加

算 
６００円／回 

通所リハ事業所の医師又は理学療法士等が、退院前カンファレンスに参加し、

退院時共同指導を行った後に、ご利用者に対する初回の通所リハビリテーショ

ンを行った場合に算定 

介護職員等処遇改

善加算（Ⅰ） 
８．６％ 基本サービス費に加算・減算を加えた単位数に加算率を乗じて算定 

栄養補助食品 実  費 
食事摂取量が低下した方や栄養状態に問題がある方に栄養補助食品を提供した

場合(４０円／日) 

とろみ剤等 実  費 
飲み込みに問題がある方にとろみ剤等を提供した場合 

 (２０円／日) 

食 費 

食  費 

朝 食 ５８５円 

昼 食 ７２０円 

おやつ ８０円 

夕 食 ７３０円 

 

 


